
松苓会役員名簿

氏　名　　　　卒回 氏　名　　　　卒回
顧　　問　　雨　海　博　洋　　専19
顧　　問　　末　吉　榮　三　　専12
顧　　問　　神　津　賢一郎　　文27
相 談 役　　水　戸　英　則　 理事長
相 談 役　　江　藤　茂　博　 学　長
会　　長　　廣　田　克　己　　文38
副 会 長　　持　田　賢　一　　文40
副 会 長　　家　永　　　修　　文44
幹 事 長　　小　林　公　雄　　文38
常任幹事　　新　井　喜　義　　文37
常任幹事　　平　野　光　治　　文40
常任幹事　　金　井　　　康　　文41
常任幹事　　清　水　　　登　　文42
常任幹事　　大　山　由美子　　文47
常任幹事　　髙　栁　幸　雄　　文49
常任幹事　　菅　原　義　博　　文53
常任幹事　　高　橋　映　子　　文53
常任幹事　　志　村　　　孝　　文59
常任幹事　　西　園　隆　士　　文59
常任幹事　　渡　辺　和　則　　  特
常任幹事　　助　川　忠　弘　　政03
監　　事　　小　林　憲　二　　文38
監　　事　　田　邊　義　博　　文47
事 務 局　　間　宮　美　喜　　文83

幹事（21名）
北 海 道　　　　　　　若　松　顕　仁　　文56
東 　 北　（山　形）　齋　藤　　　裕　　文38
関 　 東　（東　京）　矢　澤　喜　成　　文50
中 　 部　（新　潟）　坂　井　福　作　　文42
近 　 畿　（兵　庫）　武　内　昭　徳　　文47
中 　 国　（鳥　取）　小　谷　章　公　　文38
四 　 国　（愛　媛）　上　田　善　達　　文38
九 　 州　（福　岡）　永　淵　道　彦　　文36
沖 　 縄　　　　　　　金　城　健　一　　文38
　　　　　　　　　　　小　林　孝　彰　　文38
　　　　　　　　　　　佐　藤　　　修　　文41
　　　　　　　　　　　星　野　優　子　　文42
　　　　　　　　　　　神　河　秀　春　　文47
　　　　　　　　　　　小　町　邦　明　　文49
　　　　　　　　　　　大　渕　俊　明　　文50
　　　　　　　　　　　山　口　洋　子　　文54
　　　　　　　　　　　小　西　明　徳　　文60
　　　　　　　　　　　町　　　泉寿郎　　文60
　　　　　　　　　　　中　原　敬　二　　文62
　　　　　　　　　　　山　﨑　真　之　　政04
　　　　　　　　　　　神　　　宏　昭　　政09

松苓会支部長名簿 令和２年２月１日現在

支　部　　　　氏　名　　　卒回
①　北海道　　増　井　義　昭　文39
　　青　森　　柴　垣　博　孝　文44
　　岩　手　　宮　本　義　孝　文32
　　宮　城　　二　上　久　芳　文44
　　秋　田　　三　浦　　　基　文41
　　山　形　　齋　藤　　　裕　文38
　　福　島　　北　村　　　博　文32
　　茨　城　　沼　田　俊　明　文40
　　栃　木　　寺　内　　　進　文49
　　群　馬　　髙　栁　　　薫　文47
　　埼　玉　　青　木　一　弥　文47
　　千　葉　　河　野　千津子　文49
　　東　京　　矢　澤　喜　成　文50
　　神奈川　　平　野　光　治　文40
　　山　梨　　板　山　俊　介　文36
　　長　野　　関　　　保　典　文35
　　新　潟　　坂　井　福　作　文42
　　富　山　　小　島　貴　雄　文47
　　石　川　　菅　野　成　也　文50
　　福　井　　中　道　佳　宏　文58
　　岐　阜　　竹　内　秀　人　文55
　　静　岡　　永　井　陵　次　文38
　　愛　知　　松　田　博　文　文55

支　部　　　　氏　名　　　卒回
　　三　重　　小　川　直　紀　文44
　　滋　賀　　角　井　良　暢　文49
　　京　都　　廣　田　康　男　文54
　　大　阪　　齋　藤　　　衛　文49
　　兵　庫　　武　内　昭　徳　文47
　　奈　良　　辻　　　　　一　文39
　　和歌山　　明　治　利　隆　文47
　　鳥　取　　小　谷　章　公　文38
　　島　根　　江　角　　　仁　文39
　　岡　山　　永　瀨　　　淸　文39
　　広　島　　金　子　　　徹　文50
　　山　口　　俵　田　賢　嗣　文40
　　徳　島　　大　倉　明　子　文47
　　香　川　　大　西　邦　美　文40
　　愛　媛　　上　田　善　達　文38
　　高　知　　戸　田　　　浩　文47
　　福　岡　　永　淵　道　彦　文36
　　佐　賀　　白　濱　富士夫　文54
　　長　崎　　黒　瀬　孝志郎　文38
　　熊　本　　塩　永　英　文　文52
　　大　分　　甲　斐　啓一郎　文52
　　宮　崎　　内　村　厚　夫　文44
　　鹿児島　　岡　元　正　昭　文31
②　沖　縄　　金　城　健　一　文38

①北海道地区　　　②沖縄地区

近　
　

畿

東　
　

北

関　
　

東

中　
　

部

中　

国

四　

国

九　
　

州

－　40　－

○二松学舎大学父母会会則
（平成５年４月９日制定）

（名　称）
第１条　本会は、二松学舎大学父母会と称する。
（位　置）
第２条　本会は、本部を東京都千代田区三番町６番地
16、二松学舎大学九段校舎内に置く。
（目　的）
第３条　本会は、二松学舎大学（以下「本学」という。）
と学生の父母との連絡を緊密にして、学生に対する
教育指導の徹底と、本学に対する支援の充実強化を
図り、併せて会員相互の親睦に資することを目的と
する。
（事　業）
第４条　本会は、前条の目的達成の為、次の事業を行
う。
　一、父母懇談会の開催
　二、本学の教育研究充実に対する支援
　三、学生の課外活動などに対する支援
　四、学生の福利厚生に関する事業
　五、父母会報の発行
　六、その他本会の目的を達成するための事業
（会　員）
第５条　本会の会員は、次の通りとする。
　一、正 会 員　 本学に在学する全ての学生（大学院

生を除く）の父母（保証人）
　二、特別会員　 本学教職員のうち役員会で承認され

た者
（役　員）
第６条　本会の役員及び任務は次のとおりとする。
　一、会長１名　本会を代表し、会務を総括する。
　二 、副会長２名（このうち１名は、特別会員の中か

ら選出する）
　　 　会長を補佐し会長事故あるときは、会長の職務

を代行する。
　三、会計１名　会計の処理にあたる。
　四、委員８名以上11名以内　会務の処理にあたる。
　　 　委員は、正会員の中から学年・学科を考慮し大

学側の意見を聞いて会長が委嘱する。
　五、会計監査２名　本会の会計業務を監査する。
２ 　会長、副会長のうち１名、会計及び会計監査は正
会員の中から選出する。

（役員の任期）
第７条　本会の役員の任期は１年とし、再任を妨げな
い。

２ 　補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とす
る。

（役員会）
第８条　本会に会長・副会長・会計・委員・会計監査
で組織する役員会を置く。

２　役員会は、次の事項を審議する。
　一、役員の選出に関する事項
　二、総会に提出する議案に関する事項

　三、その他本会の運営に関する事項
３　役員会は、会長が招集し、その議長となる。
（総　会）
第９条　本会を運営するため総会を設ける。
２ 　総会は会長が毎年１回招集する。但し必要に応じ
て会長は臨時に総会を招集することができる。
３　総会は、会員をもって構成する。
４ 　総会は、委任状を含め会員の５分の１以上の出席
をもって成立とする。
５　総会は次の事項を審議する。
　一、会長及び会計監査の選出
　二、本会の事業計画に関する事項
　三、予算及び決算に関する事項
　四、本会則の改正に関する事項
　五、その他必要な事項
（議　事）
第10条　総会及び役員会の議事は、出席者の過半数に
よって決定する。
（顧　問）
第11条　本会に顧問を置く。顧問は学校法人二松学舎
理事長及び二松学舎大学学長とする。
２ 　顧問は総会及び役員会に出席し意見を述べること
ができる。
（会　費）
第12条　本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれ
にあてる。
２ 　正会員の会費は別表の通りとし、４ヵ年分を一括
納入するものとする。
３ 　一度納入した会費は、理由の如何にかかわらず返
還しない。
（会計年度）
第13条　本会の会計年度は、毎年４月１日から始まり
翌年３月31日に終わる。
（事務職員）
第14条　本会の事務局に事務職員を置くことができる。
（細　則）
第15条　本会の運営に関する細則は、別に定める。
（会則の変更）
第16条　この会則は総会の議決によらなければ変更す
ることができない。
　　　附　則（平成５年４月９日）
　この会則は、平成５年４月９日から施行する。
　　　附　則（平成７年５月27日）
　この会則は、平成７年５月27日から施行する。
　　　附　則（平成８年５月25日）
　この会則は、平成８年５月25日から施行する。
　　　附　則（平成16年５月29日）
　この会則は、平成16年５月29日から施行する。
　　　附　則（平成21年５月30日）
　この会則は、平成21年５月30日から施行する。

別　表
項　目 金　額 備　考
会　費 10 ,000円 年　額
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